
 

 

 

令和６年度 

 

 

第 5回定例農業委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年 8月 20 日  開催 
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令和６年度 第５回 綾川町農業委員会会議録 

 

農委告示 第８号 

令和６年度 第５回 農業委員会を次のとおり招集する。 

 

令和 6年 8月 14日 

 農業委員会会長  谷本 利信 

 

召 集  令和 6年 8月 14日 

場 所  綾川町綾南農村環境改善センター 

開 会  令和 6年 8月 20日  午前 9時 00 分 

閉 会  令和 6年 8月 20日  午前  11時 25分 （会期１日） 

 

第１日目（8月 20日）     出席委員   19名 

1番 谷本 利信 8番 滝川 廣男 15番 横井 博美 

2番 笹川 武義 9番 三好 直樹 16番 長川 富雄 

3番 末長 憲二 10番 國重 義廣 17番 松岡 正広 

4番 長尾 清 11番 金滝 耕治 18番 松内 利和 

5番 西川 謙三 12番 川西 正廣 19番 藤重 英子 

6番 中島 美紀 13番 丸尾 説男   

7番 佐藤 裕子 14番 福家 範行   

 

議事録署名委員 

      6番  中島 美紀 委員、  8番  滝川 廣男 委員 

  

 欠席 

       番         委員 

 

公務のため出席した者の職氏名 

   事務局長 福家 勝己  副主幹 横井 邦洋  主査 岩部 有起   

 

傍聴人   人 

 

 

  

  



議 事 日 程 

  

令和 6年 8月 20日 

 

第 1  会期の決定について 

第 2  議事録署名委員の指名について 

第 3  議案第１号  農地法第３条（農業委員会）について 

第 4  議案第 2号  農地法第４条（県知事）について 

第 5  議案第 3号  農地法第５条（県知事）について 

第 6  議案第 4号  基盤強化法第１９条（農用地利用集積計画の公告）について 

第 7  議案第 5号  農地中間管理事業法第１９条２項【農地利用集積計画一括方式】 

について 

第 8  議案第 6号  綾川農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更について 

第 9   議案第 7号  農業経営改善計画の認定（町）について 

第 10  報告第 1号  農地法第１８条（通知）について 

 

  



令和 6年 8月 農業委員会議事録 

 

午前 9時 00分  開会 

 

職務代理 

   みなさま、おはようございます。定刻が参りましたので、ただいまから令和６年度

第 5 回農業委員会を開催します。出席者の方へのお願いです。携帯電話をお持ちの方

は、本会開催中、マナーモード若しくは、電源をお切りいただきますようお願いいた

します。それでは、会長よりご挨拶お願いします。 

 

会長 

   【挨拶】 

 

職務代理 

   ありがとうございました。続きまして、事務局よりご挨拶をお願いします。 

 

事務局 

   【挨拶】 

 

職務代理 

ありがとうございました。それでは、議事に移ります。議事進行につきましては、通

例により、谷本会長、議事進行をお願いします。 

 

議長 

それでは議事に移ります。 

本日の農業委員出席者は 19名です。会期の決定ですが、会期は本日１日限りといた

します。なお、「議事録署名委員の指名について」ですが、私の方で指名してよろしい

でしょうか。 

 

委員一同 

はい。 

 

 

議長 

本日の議事録署名人には、6番  中島 美紀（なかじま みき）  委員 

 8番  滝川 廣男（たきかわ ひろお） 委員 

を指名します。 

 

 



議長 

   本日の議案の審議に移ります。議案第 1 号について、事務局より説明願います。 

 

事務局 

議案第 1号、農地法第３条の規定による許可申請について説明致します。今月は 6件

です。 

 

議案第 1号-1 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 100 万円 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明 ： 申請に至った理由ですが、譲渡人は県外に居住しているため農地の管理に 

  苦慮しており農地の処分を検討していたところ、自己住宅の建築を検討して  

いた譲受人との間で意向が合致し売買の話がまとまったものです。自己住宅 

の建築は今月の議案第３号農地法第５条の申請があがっており、宅地に要す 

る面積を分筆したうえで残りの農地を本件にて取得するものです。また、次 

の案件で説明いたしますが、隣接農地所有者からの要望があり農地の一部を 

更に分筆して所有権を移転する計画にもなっています。 

譲受人には経営面積はなく自身での農業経営の経験はないものの、配偶者 

の実家の農地管理を手伝っている経験はあり、自宅を建築する予定地に隣接 

する農地であるため管理は可能なものと考えております。 

取得後の営農計画としては、果樹・季節野菜を予定しております。 

譲受人の農作業の従事予定日数は 150日で、機械等の所有はありませんがト 

ラクターをリース予定です。また、果樹、野菜を作付けする計画であること 

から、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離について住宅建築後は、隣接地で徒歩 1分未満の位 

置にあることから、通作可能な圏内に居住しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これら 

には該当しないことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-2 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額１００万円 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明 ： 申請に至った理由ですが、先ほどの案件にあった通り農地の管理に苦慮し 



ていた譲渡人は農地を手放すことにしていましたが、売買の話を進めていく 

中で、隣接する農地の所有者である本案件の譲受人の希望により申請地を別途

売買することで話がまとまったものです。譲受人は申請地の南北に農地を所有

しているものの農地が隣接しておらず管理しにくかったことから、間の農地を

取得し農地の管理を容易にすることを目的として取得するものです。また 16㎡

の農地については、所有農地への暗渠水路があったため自身で所有するもので

す。 

譲受人の経営面積は、自作地が 8,634㎡あり、経営地については全て適切に

維持管理されています。 

取得後の営農計画としては、季節野菜を予定しております。 

譲受人の農作業暦は、5年、農作業の従事日数は、150日で、機械の所有状況に

ついては、トラクター、コンバイン、田植機が各 1台あります。 

また、野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えま 

す。 

対象農地までの通作距離は、0.3㎞、徒歩で 5分であり、通作可能な圏内に居 

住しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これら

には該当しないことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-3 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 89 万 7千円 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明 ： 申請に至った理由ですが、譲渡人は高齢により農地の管理に苦慮しており 

土地の処分を検討していたところ、新規就農するための農地を探していた譲 

受人との間で話がまとまり、申請に至ったものです。 

譲受人は、現在 JAのインターン制度を活用しイチゴの栽培技術を学んでお 

り、インターン終了後に申請地において就農する予定としています。 

取得後の営農計画としては、イチゴを予定しており、取得後の農作業の従事 

日数は 300 日を予定しております。 

機械の所有状況については、現在は研修中であることから所有していないも 

のの、今後はハウスの建築及び軽バンの取得を予定しています。 

また、イチゴの作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考 

えます。 

対象農地までの通作距離は、3.5 ㎞、車で 8 分であり、通作可能な圏内に居住 

しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これら



には該当しないことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-4 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 無償譲渡 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明 ： 申請に至った理由ですが、申請人は近年体調不良により所有農地を手放す 

ことを検討しており、今後の農地管理について親族であり申請地の管理をこ 

れまでも行ってきていた譲受人に相談した結果、譲受人が引き受けることで 

話がまとまったため本申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積はありませんが、申請地の管理について、親族の農地で自 

身の自宅の隣接地にあることから 29年間にわたり譲受人において管理して 

きました。 

取得後の営農計画としては、これまでと同じく花・野菜を予定しています。 

譲受人の農作業暦は、29年、農作業の従事日数は、150 日で、機械等の所有 

はありませんがこれまでと同じく親戚の方にトラクターによる耕起を依頼し、 

その後は手作業で管理する計画です。また、花・野菜の作付け計画であるこ 

とから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、10ｍ、徒歩で 1分以内であり、通作可能な圏内 

に居住しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これら 

には該当しないことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号 5 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 10 万円 

申請地： ■■■■■■■■■■■  畑 290㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明 ： 申請に至った理由ですが、譲渡人は労働力不足により所有地の処分を検討 

して譲り受けてくれる人を探していたところ、近隣に居住する譲受人との間 

で話がまとまったため申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積としては、貸借権の設定をしている農地はありませんが、 

親戚の農地の管理はしており、申請地についても現在は譲受人において管理 

しています。 

取得後の営農計画としては、野菜を予定しております。 

譲受人の農作業暦としては、4年、農作業の従事日数は、150日で、機械の所 



有状況については、耕運機を 1台、トラックを 2台、農舎 3.52㎡を所有して 

おります。 

野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、50ｍ、徒歩で 1分であり、通作可能な圏内に居 

住しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これら 

には該当しないことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号 6 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 6.7 万円 

申請地： ■■■■■■■■■■■■  田 379㎡外 1筆 合計 1,137㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明 ： 申請に至った理由ですが、譲渡人は労働力不足により農地の管理が出来ず 

手放すことを検討していたところ、申請地について譲受人が引き受け営農す 

ることで話がまとまったため、本件申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積は、自作地が 258 ㎡あり、経営地については全て適切に維 

持管理されています。 

取得後の営農計画としては、花や栗などの花木類を予定しております。 

譲受人の農作業暦は 30年、農作業の従事日数は、譲受人夫婦で 150日を予定 

しており、機械の所有状況については、耕運機、動力噴霧機、軽トラックを 1 

台、農舎 32 ㎡を所有しております。 

また、花木類の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考 

えます。 

対象農地までの通作距離は、0.5 ㎞、車で 3 分であり、通作可能な圏内に居住 

しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これら 

には該当しないことから、許可相当と考えます。 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

 

議長 

以上のように事務局から説明がありましたが、議案第１号についてご質問はござい

ませんか。 

 

委員一同 

   なし 



 

議長 

   続きまして、議案第 2号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 2号農地法第 4条の規定による許可申請について説明します。 

今月は 1件です。 

 

議案第 2号-1 

 地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■ 田（現況：雑種地）外 1筆 計 33.74㎡ 

 地種   ： 第 2種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請者  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 用途   ： その他（進入路） 

 施設の概要： なし 

 申請事由 ： その他（進入路） 

 説明   ： 【理由】 自宅すぐ南には■■■■■が通っており、従来はそち

らを進入路としていたが、平成 8年頃、■■■■■■■

が整備されるにあたり、県道から自宅への進入路とし

て、県が工事施工したが、転用申請や登記地目の変更ま

でには至っていなかったので今回申請に至った。 

     近隣への影響等はなく、面積等規模も妥当であること

から問題ないと思われる。 

  【資金】新たな資金計画はなし 

  【期間】平成 8年頃 

  【造成】なし 

  【排水】雨水：東側水路へ放流。 

 汚水：なし。 

  【他法令許可】なし 

  【水利】■■■■■■■■■■■■の同意 

  【隣接同意】隣接農地なし 

   【始末書】 

 

 

以上、1件についてご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 2号についてご質問はありませんか。 



 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

   続きまして、議案第 3号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 3 号農地法第 5 条の規定による許可申請について説明します。今月は 4 件で

す。 

 

議案第 3号-1 

 地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 権利設定 所有権の移転 

 申請地  ： ■■■■■■■■■ 田 498㎡ 合計 498 ㎡ 

 地種   ： 第 2種農地 

 併用地  ： なし 

 申請者  ： 【貸人】：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

【借人】：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■   

 用途   ： 非農家の自己住宅 

 施設の概要： 住宅平屋建て 1棟 136.63 ㎡、カーポート 1 棟 37.43㎡ 

合計 174.06㎡ 

 申請事由 ： 非農家の自己住宅 

 説明   ： 【理由】 長年借家に住んできたが、■■■内へ通勤する息子の

事や、病院・スーパー等が近く生活に便利であることか

ら申請地を選定した。 

今回の申請農地■■■■■■■■は 731 ㎡であった

が、分筆し、■■■■■■ 498㎡、■■■■■■ 217

㎡、■■■■■■ 16㎡の 3筆となり、■■■■■■を

本申請の非農家の自己住宅として 

5条申請しており、本筆については 498㎡ということで 

非農家の自己住宅の面積制限である 500㎡未満を充足 

しています。 

ちなみに、■■■■■■ 217㎡は■■さんの耕作用の

農地として 3 条申請、また、■■■■■■部分には従

来より■■■■■さん農地への暗渠水路が埋設してい

るとのことで 

■■■■さんから 3条申請が上がっています。 



今回計画の土地利用率は、土地面積 498㎡に対し、建 

築面積合計 174.06 ㎡で、34.95％であり、分家住宅 500 

㎡までの有効利用率 22％を充足している。 

以上が計画内容であり、妥当であると考えます。 

  【資金】事業費は、用地費 400 万円、造成費 700 万円、建築費

4,000万円 合計 5,100万円に対し、全額自己資金で賄

うとのこと。 

  【期間】許可後、令和 6年 10月 1日～令和 7年 5月 31日 

  【造成】申請地東側の町道に面する部分を除く南・西・北側に 

Ｈ＝1.4mのコンクリート擁壁を設置し、花崗土約 0.9m 

の盛土で造成。 

  【排水】雨水：ため桝を設置集水し、東側水路へ放流 

    汚水：合併浄化槽処理水も東側水路へ放流 

  【他法令許可】町道横断排水管を埋設。 

  【水利】■■■■■■■■■■■■■の同意 

  【隣接同意】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■ 

    

 

 

議案第 3号-2 

 地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 権利設定 所有権移転 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■■■ 田（現況：宅地） 246㎡ 合計

246㎡ 

 地種   ： 第 2種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■■■■ 宅地 311.29 ㎡外 1筆 合計

354.29㎡ 

 申請者  ： 【譲渡人】：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

【譲受人】：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 用途   ： 非農家の宅地拡張 

 施設の概要： 住宅平屋建て 1棟 128.81 ㎡、カーポート 1 棟 47.94㎡、物置 3

棟 35.89㎡  合計 212.64 ㎡ 

 申請事由 ： 非農家の宅地拡張 

 説明   ： 【理由】 平成 9 年 4 月頃に、宅地である■■■■■■■の北

側、実弟である■■■■所有農地の一部にせり出す形

で、カーポートと物置を設置した。農地法について認識

不足で、農地行政に大変迷惑を掛けたことを反省し、始

末書を添えての申請になります。 



     土地利用としては、建築物の面積合計 212.64 ㎡に対

し、土地の有効利用面積 600.29 ㎡であり、土地利用率

35.42％であり、＞30.0％を充足している。 

  【資金】 

  【期間】平成 8年 11 月初め～平成 9年 4月末頃 

  【造成】特になし 

  【排水】雨水：自然浸透、既設溜め桝に集水後、南側水路へ放流。 

    汚水：発生なし 

  【他法令許可】該当なし 

  【水利】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■ 

  【隣接同意】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

 

議案第 3号-3 

 地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 権利設定 所有権移転、有償売買 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■■■ 田 663㎡（有効利用面積 550㎡） 

合計 663㎡（有効利用面積 550㎡） 

 地種   ： 第 2種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■■■    宅地 835.33 ㎡ 

■■■■■■■■■■の一部 田  402  ㎡の内 6.2

㎡ 

                     合計 841.53㎡ 

 申請者  ： 【譲渡人】：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ 

【譲受人】：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ 

 用途   ： 農家住宅の宅地拡張 

 施設の概要： 住宅平屋建て 1棟 121.73 ㎡、居宅・物置 1 棟 364.06㎡ 

                     合計 485.79㎡ 

 申請事由 ： 農家住宅の宅地拡張 

 説明   ： 【理由】 申請人は現在、町内で借家に住んでいるが、家族が増

え子供の成長と共に手狭になってきたので、今回自己住

宅の建築を計画した。 

    計画にあたり、実家の所有農地を対象に選定したが、接

道との高低差や形状の関係で適地が無く、一方、本申請

地は農業振興地域内・農用地であったが、祖父母や母が

住む実家の東隣であり、実家を含めた農家住宅 2世帯と



して宅地拡張が可能な面積を確保すること、また、農業

後継者として祖父母から農業を引き継ぎ経営していく

ために適地であったことから本申請を選定した。 

     土地利用としては、建築物の面積合計 485.79 ㎡に対

し、土地の有効利用面積 1,391.53 ㎡であり、土地利用

率 34.91％であり、＞30.0％を充足している。 

  【資金】土地代 50万円、造成費 300万円、建築費 3700万円 

    合計 4050万円 を借入金で賄う。 

  【期間】許可後 令和 6年 10月 1日～令和 7年 3月 31日 

  【造成】申請地 ■■■■■■■■■方に境界コンクリート構造

物 

Ｈ＝0.4mを設置。良質花崗土Ｈ＝0.3m 造成。 

  【排水】雨水：集水後、既設暗渠排水管を利用して■■■■■の

ため池へ放流。 

    汚水：公共下水道に接続、放流 

  【他法令許可】該当なし 

  【水利】ため池■■■■■■■所有者相続人の同意 

    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■同意 

  【隣接同意】該当なし 

 

 

 

議案第 3号-4 

 地図・図面： ■■■■■■■■  図面番号 5条－4 

 権利設定 所有権移転、有償売買 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■■ 田 739㎡ 合計 739㎡ 

 地種   ： 第 2種農地 

 併用地  ： なし 

 申請者  ： 【譲渡人】：■■■■■■■■■■■■■ 

【譲受人】：■■■■■■■■■■■■■ 

 用途   ： キャンプ場 

 施設の概要： コンテナハウス平屋建て 1棟 23㎡ 

 申請事由 ： キャンプ場 

 説明   ： 【理由】 自身もアウトドア－が趣味であり、キャンプ場を設営

してアウトドアを満喫できるスポットを提供したいと

思い、いくつかの候補地として検討するためいろいろな

場所をめぐり、最適な場所を選定していく中で、本申請

地が場所も規模の妥当性も最適であったため。 

    補足になりますが、実は申請地は平成 17 年 1 月に■■



■■さんの父親（当時■■■■■■在住）が非農家の自

己住宅を計画申請し許可を受け所有権を移転（名義変

更）、水道引込・合併浄化槽設置まで施工したが住宅建

築までに至らなかった経緯がある土地で、■■■に照会

したところ、亡くなった方の申請・許可については無効

として、新たな本申請を受けるものとして良いというこ

とでの申請です。 

  【資金】土地代 10万円、造成費 50万円 

 合計 60万円 を自己資金で賄う。 

  【期間】許可後 令和 6年 9月 25日～令和 7年 3月 31日 

  【造成】申請地外周部にフェンス設置。 

  【排水】雨水：自然浸透、自然流水で西側水路に放流。 

    汚水：合併浄化槽で処理し、処理水を西川水路へ放流。 

  【他法令許可】該当なし 

  【水利】■■■■■■■■■■■■■■■ 

  【隣接同意】該当なし 

 

 

議長 

議案第 3号についてご質問はありませんか。 

 

滝川委員 

    以前は農地法 3 条により農地取得後転用するには 3 年 3 作は農地として営農する

ことが義務付けられていたが、現在の運用は？ 

 

事務局 

    現在は、農地取得の制限は緩和され、経営面積 4 反以上や農地取得後 3 年間は営

農しなくてはいけないといったことはなくなりました。 

   3 条申請の判断基準も営農計画等を審査して決定することとしています。取得後の

転用については、転用計画を審査して判断することになっています。 

 

議長 

   続きまして、議案第 4号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

続きまして、議案第 4 号についてです。なお、案件第 1 号に滝川廣男委員に関係す

る案件が含まれますので、審議の間、■■委員はご退室をお願いします。 

 

【 退室 】 



 

議長 

それでは、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

はい。案件第 1号について、説明します。 

議案第 4号-1 

所在：  ■■■■■■■■■■■■ 田 903㎡ 

利用権： 賃貸借権 

貸付人： 綾川町陶     ■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人： 綾川町陶     ■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人経営面積： 12,983.42㎡ 

利用目的： 水稲、麦 

賃料： 年間 10ａ当り 5,000円 

期間： R6.9.3～R9.9.2（3年間） 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

案件第 1号につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

それではさきに採決を行います。 

議案第 4号の案件第 1号について、賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

挙手多数 

 

議長 

挙手多数と認めます。この案件は可決されました。■■委員は、入室の上、ご着席下

さい。 

 

  【 入室 】 

 

議長 

事務局より、残りの案件につきまして説明を求めます。 



 

事務局 

はい。先ほどご審議いただいた案件を除く残りの案件について説明します。 

P.5～P.6をご覧ください。 

権利種別、貸借権設定です。 

契約件数：2件  合計  11,798㎡ 

内訳 

更新契約： 2～3番 2件 11,798㎡ 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 4号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

議長 

   続きまして、議案第 5号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 5号について説明いたします。 

なお、案件第 7 号、8 号に■■委員、案件第 28 号に■■委員に関係する案件が含ま

れています。 

まず、案件第 7、8号の審議の間、■■委員はご退室をお願いします。 

 

【 退室 】 

 

議長 

それでは、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

はい。議案第 5 号、農地機構を通じた利用権設定です。案件第 7 号～8 号について、

説明します。P.10～11をご覧ください。 

 

所在：  7号：■■■■■■■■■■■■■ 田 1504㎡ 外 1筆 合計 2911㎡ 

     8号：■■■■■■■■■■■■ 田 1330㎡ 外 1筆 合計 2631㎡ 

利用権： 賃貸借権 

貸付人： 7号：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

     8号：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 



借受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人： 高松市仏生山町  (公益)香川県農地機構 

借受人経営面積： 80,942.63㎡ 

利用目的： 水稲・麦・野菜 

賃料： 年間 10ａ当り 5,000円 

期間： R6.9.1～R9.8.31（3年間） 

 

以上ご審議のほどよろしくお願いします。 
 

議長 

案件第 7号、8号につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

それではさきに採決を行います。 

議案第 5号の案件第 7、8号について、賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

挙手多数 

 

議長 

挙手多数と認めます。この案件は可決されました。■■委員は、入室の上、ご着席下

さい。 

 

  【 入室 】 

 

 

事務局 

続きまして、案件第 28号の審議の間、■■委員はご退室をお願いします。 

 

【 退室 】 

 

議長 

それでは、事務局より説明を願います。 

 

 

事務局 



はい。第 28号案件について、説明します。 

P.21をご覧ください。 

第 28号案件 

所在：  ■■■■■■■■■ 田 2240 ㎡ 

利用権： 賃貸借権 

貸付人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人： 高松市仏生山町  (公益)香川県農地機構 

借受人経営面積： 187,285㎡ 

利用目的： 水稲・麦 

賃料： 年間 10ａ当り 14,000円 

期間： R6.9.1～R16.8.31（10年間） 

 

以上ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

案件第 28号につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

それでは案件 28 号について採決を行います。 

議案第 5号の案件第 28号について、賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

挙手多数 

 

議長 

挙手多数と認めます。この案件は可決されました。■■委員は、入室の上、ご着席下

さい。 

 

  【 入室 】 

 

 

議長 

事務局より、残りの案件につきまして説明を求めます。 

 

事務局 



はい。先ほどご審議いただいた案件を除く残りの案件について説明します。 

P.7～P.30をご覧ください。 

契約件数：  42件  合計  124,223 ㎡ 

新規契約：  1、6、9～12、29～36、41～45番  19件  57,581㎡ 

更新契約：  2～5、13～27、37～40 番  23件  66,642 ㎡ 

変更契約：  なし 

貸付先としましては、1番を■■■■氏へ、2～5番を■■■■氏へ、6番を■■■氏

へ、9～11 番■■■■氏へ、12 番を■■■氏へ、13～27 番を■■■■■■■■■■■

■■へ、29～35番を■■■■■■■■■■■■へ、36番を■■■■■■■■■■■■

へ、37～40番を■■■■氏へ、41番を■■■■氏へ、42～45番を■■■■■■■■へ

貸し付けるものです。 

 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 5号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

議長 

   続きまして、議案第 6号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

それでは、議案第 6 号「綾川農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更」

について説明致します。 

議案に入る前に、概要について説明致します。現在、農業の健全な発展と国土資源

の合理的な利用を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興

地域制度が設けられています。町は、県が指定した農業振興地域を区域とした農業振

興地域整備計画を定めることとされており、計画には、農用地等として利用すべき土

地の区域が定められています。この区域のことを農用地区域と呼び、農用地区域内の

農地は、原則として宅地や雑種地などへの転用ができない農地となっています。ただ

し、法律で定められた許可要件を満たすことで、農用地区域から除外することができ

る場合があり、このような農用地区域からの除外等を農用地利用計画の変更と呼びま

す。 

今月は、除外案件が 5件です。 

 

議案第 6号－1（除外） 

地図・図面： ■■■■■■■■ 農振除外－1 



申出区分 ： 農用地からの除外 

申請地  ： ■■■■■■■■■■■ 田 1,162㎡外 1筆 合計 2,665㎡ 

併用地  ： なし 

除外前用途： 農地 

除外後用途： 車両置場 

土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

土地利用者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

農地区分 ： 2 種農地 

説明   ： 

【施設の概要】 露天車両置場、積み降ろしスペース、詰所 

【資金内訳】 土地代 900万円、造成費 50万円、建築費 0 万円  

合計 950万円  ＜内訳＞自己資金 950万円、借入金 0万円 

【変更を必要とする理由】 

譲受人は、綾川町に主たる事務所を置き、平成 29 年に設立した運送業

を行う法人であります。事業拡大に伴い新たに車両置場を確保する必要

が生じたため、整備の計画をしたものです。 

労働力を効率的に運用するためにも高速道路のインターチェンジに近

い場所の方が都合がよく、事務所から高速道路のインターチェンジまで

の主要道路沿いで候補地を検討し、選定したものです。 

申請地は、事務所とインターチェンジの中間地点付近にあり、大型ト

ラックを含めて車両 11台分及び従業員の車両、積み降ろしスペース等の

用途として必要十分な面積であり、規模としては妥当であるものと考え

ます。 

本申請地は西側を県道に、北側から西側にかけて山林に接する農地で

あり、農振除外の要件である農地以外の異種目に連続する 2 辺が接して

いるという要件を満たしております。 

【工事着工時期】 令和 7年 1月 【供用開始時期】 令和 7年 12月 

【造成】 盛土 再生砕石 H＝0.15ｍ 切土 なし 

    コンクリート擁壁 なし 法面 なし 

【排水】 雨水：最終桝を設置し、東側水路に放流 

汚水：なし 

【利用率】－ 

【除外申出に係る意見書】 

申請地は、立地条件その他から判断し適当な場所であり、今後の当該

地域の農業振興施策の実施に支障を与えるものではないとして、「やむを

得ないもの」との香川県農協及び■■■総代の連名による意見書が添え

られております。 

 

これらにより、農用地からの除外について「農業振興地域の整備に関する法律」第



１３条第２項各号に照らし、除外することが妥当であるものと考えます。 

    

 

議案第 6号－2（除外） 

地図・図面： ■■■■■■■■ 農振除外－2 

申出区分： 農用地からの除外 

申請地： ■■■■■■■■■■■■ 田 446㎡ 

併用地： なし 

除外前用途： 農地 

除外後用途： 分家住宅 

変更前の土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

変更後の土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

農地区分： 2種農地 

説明： 

【施設の概要】 住宅平屋建 1棟 108.40㎡ 

【資金内訳】  土地代 0万円、造成費 400万円、建築費 2500 万円 

合計 2900万円 ＜内訳＞自己資金 1700万円、借入金 1200万円 

【変更を必要とする理由】  

         申請人は借家で妻と 2 人で同居していますが、家財道具が増え借家で

は手狭になってきたことから、妻の親が所有する農地に分家住宅を計画

しました。妻の親の所有地で検討したところ、所有農地はすべて農用地

区域内であり、申請地が北側の一部を宅地に西側及び東側を町道に接す

ることから、最も農地の縁辺部に近く営農への影響が小さいため選定し

たものです。 

         将来的な親の介護も考え、申請地が実家の近くに位置することも選定

した理由の一つとなっています。 

    【工事着工時期】 令和 7年 5月 【供用開始時期】 令和 8年 1月 

【造成】 花崗土による盛土 H=0.70ｍ、コンクリート擁壁 H=0.60～1.35m 

    【排水】 雨水：ため桝で集水後、東側水路へ放流 

 汚水：合併浄化槽で処理後、東側水路へ放流 

    【利用率】敷地面積 446㎡、建築面積 108.40㎡ 24.30％（≧22％） 

【除外申出に係る意見書】 

      申出地は、立地条件その他から判断し適当な場所であり、今後の当該地

域の農業振興施策の実施に支障を与えるものではないとして、「やむを得

ないもの」との香川県農協及び永富池土地改良区の連名による意見書が添

えられております。 

      これらにより、農用地からの除外について「農業振興地域の整備に関す

る法律」第１３条第２項各号に照らし、除外することが妥当であるものと

考えます。 



 

議案第 6号－3（除外） 

地図・図面： ■■■■■■■■ 農振除外－3 

申出区分： 農用地からの除外 

申請地： ■■■■■■■■■■■ 畑 262 ㎡のうち 78.76 ㎡外 3 筆 合計 498.44

㎡ 

併用地： なし 

除外前用途： 農地 

除外後用途： 農家住宅 

変更前の土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

変更後の土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

           ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

農地区分： 2種農地 

説明： 

【施設の概要】 住宅平屋建 1棟 85.00㎡ 

          カ－ポート 1棟 31.44㎡ 合計 116.44 ㎡ 

【資金内訳】 土地代 10万円、造成費 150万円、建築費 1850 万円 

合計 2010万円  ＜内訳＞自己資金 10万円、借入金 2000万円 

【変更を必要とする理由】  

         申請人は親子でそれぞれ別々に居住していますが、申請地の近隣でイ

チゴ栽培を行っており、営農の効率化を考え営農地の近くに新たに住宅

を建築することを計画しました。また、農機具の保管場所にも困ってい

たため、保管場所としても活用予定となっております。 

本申請地は北西側及び北東側を宅地に接する農地であり、農振除外の要

件である農地以外の異種目に連続する 2 辺が接しているという要件を満た

しております。 

また、通常、第三者の農地を除外し宅地とすることは、他にも多くの土

地を選択肢とすることが出来ることから、代替性の要件を満たさず認めら

れないものと判断しておりますが、本案件については申請人が近隣で営農

している認定農業者である点、周辺農地が一体として農用地区域内の農地

であり適地が少ない点、申請地が異種目 2 辺接続の要件を満たす縁辺部に

ある農地である点などを考慮して除外可能な農地として判断しております。 

    【工事着工時期】 令和 7年 1月 【供用開始時期】 令和 8年 4月 

    【造成】 花崗土による盛土 H=0.30ｍ、コンクリート擁壁 H=0.65m 

    【排水】 雨水：最終桝を設置し、北東側水路へ放流 

 汚水：合併浄化槽で処理後、北東側水路へ放流 

    【利用率】敷地面積 498.44㎡、建築面積 116.44㎡ 23.36％（≧22％） 

【除外申出に係る意見書】 

      申出地は、立地条件その他から判断し適当な場所であり、今後の当該地



域の農業振興施策の実施に支障を与えるものではないとして、「やむを得

ないもの」との香川県農協及び菰萱池代表の連名による意見書が添えられ

ております。 

      これらにより、農用地からの除外について「農業振興地域の整備に関す

る法律」第１３条第２項各号に照らし、除外することが妥当であるものと

考えます。 

 

議案第 6号－4（除外） 

地図・図面： P.48 う-7 農振除外－4 

申出区分： 農用地からの除外 

申請地： ■■■■■■■■■■■ 田 1558㎡のうち 240㎡ 

併用地： ■■■■■■■■■■■ 田 594㎡外 1筆 及び 

     農道・水路（用途廃止予定）  合計 1386.78㎡ 

除外前用途： 農地 

除外後用途： 敷地拡張 

変更前の土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

変更後の土地所有者： － 

農地区分： 2種農地 

説明： 

【施設の概要】 住宅 2階建（母屋、納屋） 2棟 435.51 ㎡ 

          物置平屋建 4棟 87.82㎡ 

          車庫平屋建 2棟 102.13㎡ 

事務所平屋建 1棟 25.30㎡ 合計 650.76 ㎡ 

【資金内訳】 新たな資金計画はなし 

【変更を必要とする理由】  

         申請人は個人自営業で建設業を経営しておりますが、倉庫や資材置場、

駐車場が必要となったことから、平成 12年ごろから造成工事を行い利用

してきており、本除外申請地については平成 17 年ごろ造成工事を行い、

倉庫等を建て事業用地として利用してきました。今回、農地を確認して

いる中で無断転用が判明し、本申請に至ったものです。 

         申請地は宅地と隣接しており一体的に利用している状態であり、農地

部分は自身の宅地に連続する 2辺以上で接しております。 

本申請地において未申請のまま造成に着手してしまっていることを反省

し、適切な手続きを行うことの始末書が添付されています。 

なお、敷地内に取り込んでいる農道・水路に関しては用途廃止の手続き

を進めており解消予定です。 

    【工事着工時期】 平成 17年 3月 【供用開始時期】 平成 17年 11月 

    【造成】 新たな造成計画はなし 

    【排水】 雨水：U字溝で受け南側の既設水路へ放流 



 汚水：申請地からの発生なし  

    【利用率】－ 

【除外申出に係る意見書】 

      申出地は、立地条件その他から判断し適当な場所であり、今後の当該地

域の農業振興施策の実施に支障を与えるものではないとして、「やむを得

ないもの」との香川県農協及び香川県内場池土地改良区の連名による意見

書が添えられております。 

      これらにより、農用地からの除外について「農業振興地域の整備に関す

る法律」第１３条第２項各号に照らし、除外することが妥当であるものと

考えます。 

 

議案第 6号－5（除外） 

地図・図面： ■■■■■■■■ 農振除外－5 

申出区分： 農用地からの除外 

申請地： ■■■■■■■■■■■■ 田 682㎡ 

併用地： ■■■■■■■■■■■■ 田 819.86㎡外 2筆 及び 

     水路（用途廃止予定）  合計 2428.75㎡ 

除外前用途： 農地 

除外後用途： 店舗用地 

変更前の土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

変更後の土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

農地区分： 3種農地（綾上支所から 300ｍ以内） 

説明： 

【施設の概要】 住宅 2階建（母屋、納屋） 2棟 435.51 ㎡ 

          物置平屋建 4棟 87.82㎡ 

          車庫平屋建 2棟 102.13㎡ 

事務所平屋建 1棟 25.30㎡ 合計 650.76 ㎡ 

【資金内訳】 新たな資金計画はなし 

【変更を必要とする理由】  

譲受人は、■■■■■■に主たる事務所を置き、昭和 50年に設立した

フランチャイズチェーンシステムによるコンビニエンスストア等の経営

を行う法人であります。本申請の併用地部分において、店舗を経営して

いるものの、朝やお昼などの混雑時には駐車場が不足し路上駐車する人

もおり危険であることから、敷地を拡張する計画を立てたものです。ま

た、併せて既存の店舗も古くなってきたため、申請地部分に建て替える

ことも計画しました。 

         既存施設を拡張する計画であることから、隣接地でなければ事業の

達成はできず、申請地は■■■■■■■■■の 300ｍ以内にある農地で

原則転用可能な第 3種農地であるため、申請地を選定したものです。 



    【工事着工時期】 令和 6年 12月 【供用開始時期】 令和 7年 11月 

    【造成】 花崗土による盛土 H=0.20～0.80ｍ、再生クラッシャランＨ＝0.20ｍ 

コンクリート擁壁 H=0.60～1.25m 

    【排水】 雨水：排水桝を設置し既存排水管及び新設排水管にて東側 

 汚水：既存下水を利用して西側下水管に放流 

    【利用率】－ 

【除外申出に係る意見書】 

      申出地は、立地条件その他から判断し適当な場所であり、今後の当該地

域の農業振興施策の実施に支障を与えるものではないとして、「やむを得

ないもの」との香川県農協及び■■■■■■■■の連名による意見書が添

えられております。 

      これらにより、農用地からの除外について「農業振興地域の整備に関す

る法律」第１３条第２項各号に照らし、除外することが妥当であるものと

考えます。 

 

以上、ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 6号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

議長 

   続きまして、議案第 7号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

続きまして、議案第 7号についてです。 

なお、案件第 2号に■■委員に関係する案件が含まれていますので、審議の間、滝川

委員はご退室をお願いします。 

 

【 退室 】 

 

 

議長 

それでは、事務局より説明を願います。 

 

 

事務局 



議案第 7号－2（更新） 

  予定認定番号： 26-4-再 2号 

申請者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所： ■■■■■■■■■■■■■ 

法人設立年月日： 平成 26年 9月 3日 

  営農類型：（Ｒ11目標） 水稲、麦、アスパラガス、水稲育苗 

  生産量目標：（Ｒ11 目標） 

 現状 Ｒ11年目標 

水稲 1,000ａ 1,200ａ 50,400㎏ （420㎏/10ａ） 

麦 1,250ａ 1,500ａ 52,500㎏ （350㎏/10ａ） 

アスパラガス 4ａ 4ａ 1,200㎏ （3,000㎏/10ａ） 

水稲育苗 3,000枚    

 

  目標所得： 7,000 千円 

農業経営改善の方向の概要： 

地域の担い手が減少する中、耕作放棄地をなくし、地域農地の保全を図り、ア

スパラガス、水稲育苗の導入を継続実施してきた。法人経営の安定のため高性能

大型機械の導入・更新により、水稲、麦、地域内の作業受託にも取り組む。 

説明： 経営は順調で、機械への投資も計画的に行われています。 

先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも問題なく承認されていま

す。 

  

以上、ご審議の程よろしくお願いします。 
  

議長 

案件第 2号につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

それではさきに採決を行います。 

議案第 7号の案件第 2号について、賛成する方の挙手を求めます。 

 

 

委員一同 

挙手多数 

 

議長 



挙手多数と認めます。この案件は可決されました。■■委員は、入室の上、ご着席下

さい。 

 

  【 入室 】 

 

議長 

事務局より、残りの案件につきまして説明を求めます。 

事務局 

議案第 7号－1（更新） 

  予定認定番号： 26-3-再 2号 

申請者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所： ■■■■■■■■■■■■■■■ 

生年月日： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

  営農類型：（Ｒ11目標）  水稲、麦、ブロッコリー、ナバナ 

  生産量目標：（Ｒ6目標） 

 現状 Ｒ11年目標 

水稲 1,100ａ 1,200ａ 57,600㎏ （480㎏/10ａ） 

麦 1,300ａ 1,300ａ 45,500㎏ （350㎏/10ａ） 

ブロッコリー 35ａ 50ａ 4,500㎏ （900㎏/10ａ） 

ナバナ 20ａ 20ａ 2,000㎏ （1,000㎏/10ａ） 

 

  目標所得： 10,000 千円 

農業経営改善の方向の概要： 

水稲・麦の土地利用型経営の中で、水稲・麦の規模拡大を進めるとともに、品

質の向上を図り、ブロッコリー、ナバナを組み合わせて、安定した農業経営を目

指す。 

説明：  父親の■さんは平成 26年に認定農業者となり、新たにＲ4年には子の■■

さんが加わり、家族経営として農業経営してきました。今後は、■■さんが主

となり農業経営していく予定です。 

先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも問題なく承認されていま

す。 

 

以上、ご審議の程よろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 7号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

   なし 



 

 

議長  

続きまして、報告第 1号について事務局より説明を願います。 

 

 

 

事務局 

報告第１号、農地法第 18条の規定による合意解約の届出について説明します。今

月は 3件です。 

 

報告 1－1 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：高松市仏生山町 公益財団法人 香川県農地機構 

申請地：■■■■■■■■■■■ 田 1162㎡外 1筆 合計 2665㎡ 

解約日：令和 6年 7月 31日 

説 明：転用目的による利用権の解約で、離作補償はありません。 

 

報告 1－2 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：高松市仏生山町 公益財団法人 香川県農地機構 

申請地：■■■■■■■■■■ 田 605 ㎡ 他 6筆 合計 4660 ㎡ 

解約日：令和 6年 7月 31日 

説 明：耕作目的による利用権の解約で、貸付先である耕作者と転貸人である 

香川県農地機構との解約です。離作補償はありません。 

 

報告 1－3 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：高松市仏生山町 公益財団法人 香川県農地機構 

申請地：■■■■■■■■■■ 田 1084 ㎡ 

解約日：令和 6年 7月 31日 

説 明：耕作目的による利用権の解約で、離作補償はありません。 

 

以上です。よろしくお願いします。 

 

    

 



議長 

報告第 1号について、ご質問はありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

議長 

以上ですべての議案についての説明、質疑が終了しました。 

それでは、採決に入ります。 

本日提案された議案のうち、議案第 4号の案件第 1号、議案第 5号の案件第 7号、8

号、28 号、および議案第 7 号の案件第 2 号を除く、議案第１号から議案第 7 号につい

て、原案通り賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

   全員挙手 

 

議長 

   全員の方の挙手をいただきましたので、議案はすべて承認されました。以上で本日

の日程はすべて終了しました。ありがとうございました。 

 

職務代理 

本日も各委員さんのご協力により定例農業委員会が無事終了致しました。慎重なご

審議ありがとうございました。それでは、第 5回定例農業委員会を閉会いたします。 

 

 

 

午前 11時 25分  閉会 

 

 


